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申請が必要な方向け【世田谷区在住の公務員】 
 

Q1：どのように申請すればよいか？ 

A：応援手当の対象者であれば、勤務先から申請書が配布されることになっています

（詳しくは勤務先にご確認ください）。申請書に必要事項をご記入の上、「児童手当受

給状況証明欄」に勤務先で証明をもらっていただき、世田谷区子ども家庭課子ども医

療・手当担当まで郵送でご提出ください。なお、応援手当は令和８年３月３１日生まれ

までのお子さまが対象となります。勤務先へお子さまの児童手当の申請をされる際に、

応援手当の申請書についてもお問合せください。 

 

Q2：（公務員）申請の期限はいつまでか？ 

A：令和８年２月２７日となります。なお、令和 8 年１月 1 日以降に出生予定の児童の

手当の申請期限はこの限りではありません。申請書類がお手元に揃い次第、早急に申請

してください。 

 

Q3：第 1子分の応援手当申請後、令和 8年 1月に第 2子が生まれた。こ

の場合、追加で応援手当の申請が必要か？ 

A：追加で申請が必要です。応援手当申請書に必要事項をご記入の上「児童手当受給状

況証明欄」に勤務先へ証明をもらっていただき、郵送で提出してください。 

 

Q4：申請後から応援手当が振り込まれるまでの流れは？ 

A：世田谷区で申請書を受理後、審査を行い、振込前に支給決定通知書を送付します。

支給決定通知書が届きましたら支給額や振込予定日をご確認ください。なお、審査には

２ヵ月ほどお時間いただき、審査後、応援手当の支給要件に該当しないことが判明した

場合は、不支給決定通知書を送付します。 

 

Q5：引っ越しをした場合、どこへ申請するのか？ 

A：令和 7 年 9月３０日時点で、公務員でいらっしゃった方は、令和 7年 9 月３０日時

点で住民登録のあった自治体へ申請してください。（例：令和 7 年 10 月 1 日に A 市か

ら世田谷区へ転入した場合、申請先は A 市）ただし、令和７年 10 月 1日から令和 8 年

3 月 31 日までに出生したお子さまの分の応援手当は、お子さまの児童手当の支給開始

時点に住民登録がある自治体へ申請してください。 



 

Q6：児童手当の受給者と別の者（配偶者等）が申請することは可能か？ 

A：できません。 

離婚等の場合を除き、応援手当の受給資格が発生した時点で児童手当の受給者となって

いる方のみ受給できます。 

 

Q7：児童が死亡した場合は？ 

A：死亡した児童が令和 7 年 9 月分の児童手当の対象児童、又は令和 7年 9 月 1 日から

令和 8 年 3月 31 日に生まれ、児童手当の対象児童となる場合は、応援手当の申請をし

ていただくことができます。また、令和 7年 9月 1 日から令和 8年 3月 31 日に出生し

た児童が出生月中に死亡した場合、児童手当の対象とはなりませんが、応援手当は受給

することができます。詳細は本文に記載のお問合せ先までご連絡ください。 

 

Q8：児童手当受給者が死亡した場合は？ 

A：応援手当支給の前に受給予定者が死亡した場合、受給予定者が死亡した月の翌月分

の児童手当支給対象者が支給の対象となります。なお、死亡した児童手当受給者が公務

員だった場合は、世田谷区より勤務先へ確認をさせていただく場合や、追加で書類をご

提出いただく場合がありますので、本文に記載のお問合せ先までご連絡ください。 

 

Q9：離婚や離婚調停中により、児童手当の受給者が変更となった場合、

変更後の受給者は応援手当の支給対象か？ 

A：離婚や離婚調停中により令和 7年 9 月 1日から令和 8年 3 月 31 日までに新たに児

童手当受給者となった方は、応援手当の支給対象となりますが、変更後の受給者の方が

公務員である場合は、世田谷区より勤務先へ確認をさせていただく場合や、追加で書類

をご提出いただく場合がありますので、本文に記載のお問合せ先までご連絡ください。 

 


